
 

東渓診療所の診療体制が変わります 
 東渓診療所においては、令和８年４⽉より、済生会日田病
院から医師の派遣を受けて診療することとなりました。 

診療体制が変わることにより、診療日や診療時間も下記の
とおり変更になりますので、お知らせします。 

★診療所診療日及び診療時間 

【現在（令和８年３月末まで）】 
週４日（月火水金） 8：30～17：00 

【令和８年４月から】 
週３日（火水金） 9：00～12：00 

 また診療体制の変更に伴い、現在塚田・出⼝地区で⾏って
います出張診療は、令和８年３⽉末をもって終了となりま
す。ご了承ください。 

東渓診療所運営における皆様のご理解とご協力を 

よろしくお願いします。 

班回覧 

健康保険課保健医療係：22-8370 

日田市立東渓診療所：57-2500 


